パラスポーツに係る標章使用取扱規程
 
（趣旨） 
第１条　この規程は、パラスポーツの振興を図るために定める標章を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。 
 
（標章の定義） 
第２条 この規程において「標章」とは、次に掲げるものをいう。 
	
	仮名あり横組み
	仮名なし横組み
	仮名あり縦組み
	仮名なし縦組み

	白桃
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	黒桃
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	黒白
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（使用の申請および報告） 
[bookmark: _Hlk204189053][bookmark: _Hlk206507561]第３条 標章を使用しようとする者は、あらかじめ「パラスポーツに係る標章使用許可申請書」（様式第1 号）を滋賀県文化スポーツ部スポーツ課長（以下「スポーツ課長」という）に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者が使用するときは、この限りではない。 
（１）滋賀県および県内の市町
[bookmark: _Hlk206507539]（２）公益財団法人滋賀県スポーツ協会、一般社団法人滋賀県障害者スポーツ協会、滋賀県内の市町スポーツ協会および障害者スポーツ協会ならびにこれらに加盟する競技団体、滋賀県スポーツ推進員協議会
(３)総合型地域スポーツクラブ等障害者スポーツ実施体制整備事業を受託した者
[bookmark: _Hlk204263152]ただし、受託を受けた事業に使用する場合に限る。
[bookmark: _Hlk204263202](４)障スポの大学と連携した普及啓発事業を受託した者
ただし、受託を受けた事業に使用する場合に限る。
(５)しがスポーツ大使交流推進事業の補助を受けた者
ただし、補助を受けた事業に使用する場合に限る。
（６）滋賀県知事または滋賀県教育委員会教育長から後援名義の使用承認を受けた者
ただし、後援名義の使用承認を受けた事業に使用する場合に限る。 
（７）その他スポーツ課長が認める者 
２ 前項の規定により許可を得た者および第１号から第７号のいずれかに該当する者が標章を使用したときは、各年度終了後30 日以内または使用期間終了後30 日以内のいずれか早い期日までに「パラスポーツに係る標章使用報告書」（様式第2 号）をスポーツ課長に提出しなければならない。 
なお、第３号から第６号のいずれかに該当する者が標章を使用したときは、その事業の実績報告をもって「パラスポーツに係る標章使用報告書」の提出に代えることができる。
 
（使用の許可）  
第４条　スポーツ課長は、前条第１項の規定による許可申請があった場合は、その内容が次の各号のいずれかに該当するときを除き、標章の使用を許可するものとする。
（１）スポーツの品位を傷つけ、または正しい理解の妨げになると判断したとき。
（２）自己の商標や意匠とするなど、独占的に使用し、または使用するおそれのあるとき。
（３）法令または公序良俗に反し、または反するおそれのあるとき。
（４）特定の個人、政党もしくは宗教団体を支援し、または公認しているような誤解を与え、または与えるおそれがあるとき。 
（５）使用目的が明らかでないとき。 
（６）その他スポーツ課長が不適当と認めるとき。 
２ スポーツ課長は、前項の規定による許可をするときは、「パラスポーツに係る標章使用許可書（様式第3 号）」により、当該申請者に通知するものとする。 
３ スポーツ課長は、第１項の規定による許可に際し、条件を付することができる。 
４ スポーツ課長は、第１項の規定による許可をしないときは、「パラスポーツに係る標章使用不許可書（様式第4 号）」により、当該申請者に通知するものとする。 

（許可内容の変更） 
第５条 使用者が、許可された内容について変更しようとする場合は、あらかじめ「パラスポーツに係る標章使用内容変更申請書（様式第５号）」をスポーツ課長に提出し、その許可を受けなければならない。 ただし、その変更がスポーツ課長が軽微であると認める場合は、この限りでない。
２ スポーツ課長は、使用を許可した内容の変更を許可するときは、「パラスポーツに係る標章使用内容変更許可書（様式第６号）」により、当該使用者に通知するものとする。 
３ スポーツ課長は、使用を許可した内容の変更を許可しないときは、「パラスポーツに係る標章使用内容変更不許可書（様式第７号）」により、当該使用者に通知するものとする。 
４ 第１項の規定による申請については、第３条から前条までの規定を準用する。 
 
（許可の取消し等） 
第６条 スポーツ課長は、使用者が本規程および許可内容に違反していると認められる場合は、使用条件を変更し、当該許可を取り消し、当該許可に係る物件の回収を命ずることができる。 
２ 前項の規定による許可の取り消しは、「パラスポーツに係る標章使用許可取消書（様式第８号）」をもって行うものとする。 
３ 第１項の規定により許可を取り消された使用者は、当該許可に係る物件を使用してはならない。 
４ 第１項の規定により当該許可に係る物件の回収を命ぜられた使用者は、速やかに当該許可に係る物件を回収しなければならない。 
５ スポーツ課長は、許可を得ずに標章を使用している者または使用しようとしている者に対して、その標章の使用停止および使用に係る物件の回収を求める等適切な措置をとることができる。 
 
（使用上の遵守事項） 
第７条 標章を使用する者（以下「使用者」という。）は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 
（１）許可された用途にのみ使用し、および許可条件に従うこと。 
（２）使用権を第三者に譲渡し、または転貸しないこと。 
（３）定められた色、形等を正しく使用し、規格外の展開など応用使用はしないこと。 
（４）使用許可された物件について、商標および意匠登録の出願をしないこと。 
（５）県が実施する使用状況に関する調査、または県が求める使用状況を証する書類の提出に協力しなければならない。 
（６）第６条の規定による許可の取消し等により生じた損害その他標章の使用に係る損失補償等について県に請求を行わない。 

 （補則） 
第８条 この規程に定めるもののほか、標章の使用の取扱いについて必要な事項は、スポーツ課長が別に定める。
 
附 則 
この規定は、令和７年７月１日から施行する。 





様式第１号（第３条第１項関係）

令和　　年　　月　　日　

滋賀県文化スポーツ部スポーツ課長　様

　　　　　　　　　　　　　　　　申請者住所（所在地）
　　　　　　　　　　　　　　　　氏名（名称及び代表者名）　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先（担当者名、電話番号）


パラスポーツに係る標章使用申請書

　パラスポーツに係る標章の使用について、パラスポーツに係る標章使用取扱規程第３条第１項の規定に基づき、下記のとおり申請します。
　なお、使用に当たっては、同規程に定める事項を遵守します。

記
１　申請内容　
	使用標章
	

	使用目的
	

	使用方法
	（種類・規格・数量等）


	使用場所
	

	使用期間
	令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日



２　添付書類
　　・企画書（デザイン、レイアウト図、原稿、設計図等）
　　・申請者の概要が分かるもの（２回目以降は、内容に変更がなければ省略可）
　　・その他参考となる資料





様式第２号（第３条第２項関係）
[bookmark: _Hlk204247479]
令和　　年　　月　　日　

滋賀県文化スポーツ部スポーツ課長　様

　　　　　　　　　　　　　　　　申請者住所（所在地）
　　　　　　　　　　　　　　　　氏名（名称及び代表者名）　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先（担当者名、電話番号）


パラスポーツに係る標章使用報告書

　令和〇年〇月〇日付滋ス第〇号でパラスポーツに係る標章使用許可のありました件について、下記のとおり使用をしましたので、パラスポーツに係る標章使用取扱規程第３条第２項の規定により報告します。

記
１　報告内容　
	使用標章
	

	使用目的
	

	使用方法
	（種類・規格・数量等）


	使用場所
	

	使用期間
	令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日



２　添付書類
　　・使用状況が分かる写真など
　　・その他参考となる資料





様式第３号（第４条第２項関係）
滋ス第　　　　　　　　号　
令和　　年　　月　　日　

[bookmark: _Hlk204241113]申請者　様


[bookmark: _Hlk204241122]　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　滋賀県文化スポーツ部スポーツ課長
[bookmark: _Hlk204244854]　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　公　　印　　省　　略　　）


パラスポーツに係る標章使用許可書

　令和〇年〇月〇日付でパラスポーツに係る標章使用許可申請のありました件について、パラスポーツに係る標章使用取扱規程第４条の規定に基づき、下記のとおり使用することを許可します。


記
１　許可内容　
	使用標章
	

	使用目的
	

	使用方法
	（種類・規格・数量等）


	使用場所
	

	使用期間
	令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日



２　許可条件　








様式第４号（第４条第４項関係）
滋ス第　　　　　　　　号　
令和　　年　　月　　日　

申請者　様


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　滋賀県文化スポーツ部スポーツ課長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　公　　印　　省　　略　　）


パラスポーツに係る標章使用不許可書

　令和〇年〇月〇日付でパラスポーツに係る標章使用許可申請のありました件について、下記の理由により不許可とします。


記

１　不許可対象物件

２　不許可とする理由









様式第５号（第５条第１項関係）

令和　　年　　月　　日　

滋賀県文化スポーツ部スポーツ課長　様

　　　　　　　　　　　　　　　　申請者住所（所在地）
　　　　　　　　　　　　　　　　氏名（名称及び代表者名）　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先（担当者名、電話番号）


パラスポーツに係る標章使用内容変更申請書

　令和〇年〇月〇日付滋ス第〇号でパラスポーツに係る標章使用許可のありました件について、下記のとおり変更したいので、パラスポーツに係る標章使用取扱規程第５条第１項の規定により申請します。
　なお、変更後の使用に当たっては、同規程に定める事項を遵守します。
[bookmark: _Hlk204248536]
記
１　変更内容

２　添付書類
　　・変更内容が分かる写真など
　　・その他参考となる資料



様式第６号（第５条第２項関係）
滋ス第　　　　　　　　号　
令和　　年　　月　　日　

申請者　様


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　滋賀県文化スポーツ部スポーツ課長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　公　　印　　省　　略　　）


パラスポーツに係る標章使用内容変更許可書

　令和〇年〇月〇日付でパラスポーツに係る標章使用内容変更申請のありました件について、パラスポーツに係る標章使用取扱規程第５条第２項の規定に基づき、下記のとおり変更することを許可します。


記
１　変更内容

２　変更条件

















様式第７号（第５条第３項関係）
滋ス第　　　　　　　　号　
令和　　年　　月　　日　

申請者　様


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　滋賀県文化スポーツ部スポーツ課長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　公　　印　　省　　略　　）


パラスポーツに係る標章使用内容変更不許可書

　令和〇年〇月〇日付でパラスポーツに係る標章使用内容変更申請のありました件について、下記の理由により不許可とします。


記
１　不許可対象物件


２　不許可とする理由
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